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〔１〕総合計画について（総合計画の構成）
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実施計画

基本構想

基本計画

総合計画

市が総合的・計画的な行政運営を図っていくための
最も上位に位置する計画

〔１〕総合計画について（総合計画の構成）
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生活環境に
関する計画

◆環境基本計画
◆ごみ減量計画
◆地域防災計画
◆災害時要援護

者避難支援計
画

◆交通安全計画
など

印西市総合計画

健康福祉に
関する計画

◆地域福祉計画
◆障害者基本計

画
◆子ども子育て

支援事業計画
◆健康いんざい

21
など

教育・文化に
関する計画

◆教育振興基本
計画

◆生涯学習まち
づくり推進計
画

◆スポーツ振興
基本計画

など

産業振興に
関する計画

◆農業振興地域
整備計画

◆鳥獣被害防止
計画

◆企業誘致基本
方針

など

都市基盤に
関する計画

◆都市マスター
プラン

◆住生活基本計
画

◆耐震改修促進
計画

◆景観計画
など

住民自治・協働・
行財政に関する

計画

◆男女共同参画
プラン

◆情報化計画
◆行政改革大綱
◆定員管理計画
◆財政計画

など

個 別 計 画（各部局において策定）

（政策・施策の方向性）

印西市総合計画の概要 資料２
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内容がより
具体的に

〔１〕総合計画について（総合計画の構成）
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将来都市像

将来都市像実現のための
分野別目標

政 策

まちづくりの基本目標

施 策

事 業

政策を推進するための方策

施策を具現化するための手段

基本目標を推進するため
のまちづくりの方向性

手 段

目 的手 段

目 的

平成 24 25 26 27 28 29 30 31 32

年度

〔１〕総合計画について（計画の期間）
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毎年度ローリング方式により見直し
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〔１〕総合計画について（新市基本計画）
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新市基本計画

印西市総合計画は、この新市
基本計画も踏まえて策定して
います。

市町村の合併の特例等に関する

法律第６条の規定により、

合併前に「合併協議会」で策定。

まちづくりの基本目標

１ 恵まれた自然の中でやすらぎを持って生活できる
まちをつくる《生活環境》

２ やさしさを持っていきいきと暮らせる
まちをつくる《健康福祉》

３ 地域の持つ可能性を活かした魅力ある
まちをつくる《産業振興》

４ 健やかな心と体を育み未来を拓く
まちをつくる《教育･文化》

５ 快適で暮らしやすい都市機能の充実した
美しいまちをつくる《都市基盤》

６ 市民と行政がともに歩み健全で自立した
まちをつくる《住民自治･協働･行財政》

政策の大綱

将来都市像

ひ
と

ま
ち

自
然

笑
顔
が
輝
く

い
ん
ざ
い

政

策

20
本

施

策

44
本

〔２〕基本構想について〔２〕基本構想について

基本計画

部分

基 本 構 想 部 分
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分野別計画 （44本の施策）

重点施策

１「新しい成長」の視点

２ 将来につなぐ「持続可能」の視点

３「ブランド向上」の視点財政計画（財政フレーム）

第
2
次
基
本
計
画

■各分野の目的を達成するため、
「３つの視点」から重点的に進める
べき施策を抽出

実 施 計 画

ひと まち 自然 笑顔が輝く いんざい
将来都市像

まちづくりの
基本目標

住民自治・協働・
行財政

生活環境 健康福祉 産業振興 教育・文化 都市基盤

政策（20本）

～基本計画期間の財政収支の見込み～

◇ 政策の現況・背景と課題
◇ 施策の方向性
◇ 主な取り組み
◇ 成果目標

〔３〕基本計画・実施計画について（計画の位置付け）
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〔３〕基本計画・実施計画について（重点施策）
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○重点施策１「新しい成長」の視点

－これまでつくりあげてきた特長を活かして成長するまちをめざします－

○重点施策２ 将来につなぐ「持続可能」の視点
－先々まで住みよさを保ち続けるまちをめざします－

かけがえのない自然環境の保全と活用 立地の優位性を活かした企業誘致・雇用確保の促進

犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築 生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

かけがえのない自然環境の保全と活用 生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

多様化する災害に対応する、自助共助も含めた防災対策の強化 学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 文化財の保護・活用

障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進 景観に配慮した美しいまちづくり

生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進 人にやさしく豊かな住まいづくり

市民の健康を支える医療体制の整備・充実 持続可能な行財政運営の実現

○重点施策３ 地域のイメージを転換する「ブランド向上」の視点
－ブランドイメージを高めて人を惹きつけるまちをめざします－

かけがえのない自然環境の保全と活用 地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上

印西の魅力発信の体制強化 市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

グローバル化に対応した多文化共生社会づくりの推進
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基本目標 政策 施策

〔３〕基本計画・実施計画について（施策体系 抜粋）

事業（第7次実施計画事業）

●環境基本計画の推進事業

●ごみの減量化・再資源化の推進事業

●住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備設置費補助事業

●クリーン印西推進運動事業

●不法投棄対策事業

●防災体制の強化事業

●防犯対策事業 など

1

恵まれた自然の中で

やすらぎを持って

生活できる

まちをつくる

《生活環境》

① 豊かな自然環境を保全・活用したうるおい
のある生活をめざす 〔自然環境〕

② 次代につなぐ地球環境にやさしい生活を
めざす 〔環境保全・廃棄物処理〕

③ 市民の安全を守り安心して生活できる環境
づくりを推進する 〔防災・防犯〕

１ かけがえのない自然環境の保全と活用 重点施策

２ 緑と調和した生活空間の形成と活用

１ 環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会
づくり

２ 多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

１ 多様化する災害に対応する、自助共助も含めた防災
対策の強化 重点施策

２ 犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築
重点施策
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〔４〕総合計画の進行管理について（行政評価）

○行政評価の目的
総合計画を着実に推進し、市民のまちづくりに対する満足度向上を図るとともに、限られた財源
の中で行政運営の効率性・効果性をより高めていくために実施するもの。

○行政評価の対象
・事業評価

「実施計画事業」を対象として毎年度、前年度の事業の進捗状況について評価を実施する。
・施策評価

総合計画（基本計画）における「施策」を対象として、基本計画期間の中間と計画期間の終了
後に、施策の進捗状況について評価を実施する

○行政評価の方法
・事業評価

事業ごとに「活動指標」と「成果指標」を設定し、それぞれの目標値の達成率等をもとに、
総合的な評価と今後の方向性を決定する。

・施策評価
施策ごとの実施計画事業の評価結果及び施策の成果目標の達成率をもとに総合評価を行い、
「市民満足度・重要度調査」の結果等を踏まえ今後の方向性を決定する。

※市民満足度・重要度調査
行政評価や総合計画の見直しなど、市政運営の基礎資料とするため、市の施策全般に対する市民
の意向を調査するもの。18歳以上の男女3,000人を無作為に抽出し、施策評価の前年度に実施。
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〔４〕総合計画の進行管理について（スケジュール）

Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度

基本構想
基本計画

市民満足度・
重要度調査

行政評価

総合計画審議会

実施計画

基本構想

第2次基本計画（現行計画）

次期構想

次期計画

第7次
実施計画

第8次
実施計画

第9次
実施計画

第1次
実施計画

第2次
実施計画

第3次
実施計画

事業評価 事業評価 事業評価 事業評価 事業評価 事業評価

施策評価 施策評価

満足度・
重要度調査

満足度・
重要度調査

諮問 諮問

審議・まちづくりへの意見

客観的な検証 客観的な検証

次期総合計画
策定に向けた
課題等の整理

施策評価

答申 答申 答申

〔５〕審議会について（規定）
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●組織・・・委員１５人以内（任期２年）

●会議・・・委員の過半数出席により開催（会議成立）

●所掌事務・・・市長の諮問に応じ、印西市総合計画に

関する事項について調査及び審議する。

※総合計画の策定・進行管理など

印西市総合計画
審議会条例

印西市、印旛郡
印旛村及び同郡
本埜村の廃置分
合に伴う地域審
議会の設置に関
する協議書

印西市総合計画審議会

地域審議会（印旛地区・本埜地区）

●組織・・・委員１０人以内（任期２年）※当該地区在住者

●会議・・・委員の過半数出席により開催

●所掌事務・・・市長の諮問に応じ、当該区域に係る次の

事項について審議・答申する。

（1）新市基本計画の変更に関する事項

（2）新市基本計画の執行状況に関する事項

（3）総合計画の策定及び変更に関する事項

（4）その他市長が必要と認める事項

●設置期間・・・合併の日から平成32年3月31日まで


